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「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル（第２版）」 

の改正について 

 
  

会計年度任用職員については、令和２年度の制度導入以来、地方公共団体において

様々な行政需要に対応し活躍いただいているところですが、その制度運用の実態等を

踏まえ、平成 30 年 10 月 18 日付総行公第 135 号・総行給第 49 号・総行女第 17 号・

総行福第 211 号・総行安第 48 号公務員部長通知により発出した「会計年度任用職員

制度の導入等に向けた事務処理マニュアル（第２版）」Ⅲ（Ｑ＆Ａ）を、別紙のとお

り改正します。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知い

ただきますようお願いいたします。また、地域の元気創造プラットフォームにおける

調査・照会システムを通じて、各市区町村に対しても、本通知についての情報提供を

行っていることを申し添えます。 

 なお、本通知は、地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 59条及び地方自治法

（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４に基づく技術的助言です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
【連絡先】 
総務省公務員部給与能室推進室 
本橋、安住 
電話：０３－５２５３－５５４９（直通） 



 

会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル（第２版） Ⅲ Ｑ＆Ａ（抜粋） 
 
 
【給与決定の考え方】 
＜問繰上げ＞ 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ＞ 
 
 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ＞ 
 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ・修正＞ 
 
 
 
 
 
○ 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準の決定に当たっては、常勤職員と同様に、「知
識、技術及び職務経験」が考慮要素となるものであるが、当然に、その考慮対象とすべ
きものは、「職務遂行上必要となるもの」である。また、「職務経験等の要素を考慮して」
とは、学歴や経験年数を考慮すべきものと考えている。 
 したがって、例えば、職務内容が単純・定型的・補助的なものなどである場合、その
職務の遂行に当たってそれまでの職務経験等が寄与する程度には自ずと一定の限界があ
ると考えられることから、必ずしもそれまでの職務経験等の全てを考慮する必要はない
と考えられる。 

 
○ また、そもそも「非常勤の職」を占め、任期が一会計年度内に限られる会計年度任用
職員の職務の内容や責任の程度は、「常時勤務を要する職」を占め、任期の定めのない常
勤職員とは異なる設定とすべきものであることなどから、会計年度任用職員についても、
職務の内容や責任等を踏まえつつ、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けることが適
当である。 
なお、その際、例えば、定型的・補助的な業務等に従事する事務補助職員については、

問１３－４３ 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準について、「職務遂行上必要と
なる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるべき」とは具体的にどのよう
な趣旨か。 

別紙 

問１３－１１２ 会計年度任用職員の給与はどのような水準とすべきか。 

問１３－２１ マニュアルⅡ３（１）③ア（ア）中「地域の民間企業において同一又は
類似の職種がある場合には、その労働者の給与水準の状況等に十分留意しつつ」とあ
るが、これは具体的にどのような趣旨か。 

問１３－３２ 会計年度任用職員の給与を、係長相当や管理職相当の水準に決定するこ
とは可能か。 



 

一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることなどが考えられる。 
 
○ また、「職務経験等の要素を考慮して」とは、学歴や経験年数を考慮すべきものと考え
ている。 

 
 
＜新規＞ 
 
 
 
 
○ 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準の決定に当たっては、常勤職員と同様に、職
務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるべきであり、そ
の際、必ずしも上限を設ける必要はないと考える。 

 
○ ただし、職務内容が単純・定型的・補助的なものなどである場合、その職務の遂行に
当たってそれまでの職務経験等が寄与する程度には自ずと一定の限界があることも想定
される。こうした場合には、必ずしもそれまでの職務経験等の全てを考慮する必要はな
いことから、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けることも考えられる。 

 
 
＜削除＞ 
 
 
 
 
 
○ 問１３－３において「常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることなどが考えら
れる」としたのは、あくまで「定型的・補助的な業務等に従事する事務補助職員」につ
いての例であり、全ての職種について「常勤職員の初任給基準額を上限の目安」とする
ことを示しているものではない。 

 
○ それぞれの職種に係る給料又は報酬の上限の号給設定及びその設定理由については、
一義的には各団体において適切に判断されるべきものであるが、例えば、保育士や看護
師等の専門職種について、職務の内容や責任の程度によっては、民間の給与水準等も踏
まえて、その上限を事務補助職員よりも高く設定することが考えられる。 

 
 
＜新規＞ 
 
 
 
 
○ それぞれの職種に係る給与水準の決定及びその決定理由については、一義的には各団
体において適切に判断されるべきものであるが、設問の例の場合、保育士や看護師等の
専門職種について、職務の内容や責任の程度によっては、民間の給与水準等も踏まえ、
１級の水準に限る必要はないと考えられる。 

 
 

問１３－５ 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準に、一定の上限を設ける必要はあ
るか。 

問１３－６ 会計年度任用職員のうち、例えば、保育士や看護師等の専門職種の給与に
ついて、１級に加え、２級相当の水準に決定することは可能か。 

問１３－６ 職種によっては、問１３－３のとおりに常勤職員の初任給基準額を上限と
すると、現行から相当程度給与水準が下がってしまう場合があり、人材確保に影響を
及ぼすおそれもある。どのように対処すればよいか。 



 

＜問繰下げ・修正＞ 
 
 
 
○ 民間労働者については、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇
用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指す目的で厚生労働省が平成２８３０年１２
月に取りまとめた「同一労働同一賃金ガイドライン案」において、 

 ・ 基本給であってについて、労働者の勤続年数に応じて支給するものについてしよう
とする場合、無期雇用フルタイム通常の労働者と同一の勤続年数である短時間・有期
雇用労働者又はパートタイム労働者には、勤続年数に応じた部分につき、通常の労働
者と同一の基本給支給を支給しなければならない。また、勤続年数に一定の相違違い
がある場合においては、その相違に応じた基本給支給を支給しなければならない。 

 ・ 昇給であってについて、労働者の勤続による職業能力の向上に応じて行うものにつ
いておうとする場合、無期雇用フルタイム通常の労働者と同様に勤続により職業能力
が向上した短時間・有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、勤続による職業能
力の向上に応じた部分につき、通常の労働者と同一の昇給を行わなければならない。
また、勤続による職業能力の向上に一定の相違違いがある場合においては、その相違
に応じた昇給を行わなければならない。 

 とされている。 
 
○ このような考え方を踏まえると、会計年度任用職員の再度任用時の給与決定に当たっ
ては、常勤職員の初任給決定基準や昇給の制度との権衡を考慮することが適当と考えて
いる。 

 
 
＜問繰下げ・修正＞ 
 
 
 
 
 
○ 「同一労働同一賃金ガイドライン案」に沿った運用としては、以下のように取り扱う
ことが望ましいと考えられる。 

 
○ 初回の任用の際の給与決定についてはマニュアルⅡ３（１）③ア（イ）ⅰにあるよう
に、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級
（仮に１級とする）の初号給（１級１号給）を基礎として、職務経験等の要素を考慮し
て（高校卒業以後の学歴免許等の資格による号給調整（加算数４×４号給＝１６号給を
加算））定める（１級１号給＋１６号給＝１級１７号給相当水準）。 

 
○ 再度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１号給を基礎として、学
歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６号給）、さらに経験年数分の号給（１年×
４号給＝４号給）を加え、１級２１号給相当水準に決定する。 

 
○ 再々度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１号給を基礎として、
学歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６号給）、さらに経験年数分の号給（２年
×４号給＝８号給）を加え、１級２５号給相当水準に決定する。 

 
○ 再々々度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１号給を基礎として、

問１３－８５ 問１３－７４を踏まえ、例えば大学新卒者を事務補助の会計年度任用職
員に採用する際の給与決定及び再度の任用の際の給与決定について、具体的にどのよ
うなものが考えられるか。 

問１３－７４ 再度任用時の給与決定についてはどのように考えればよいか。 



 

学歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６号給）、さらに経験年数分の号給（３年
×４号給＝１２号給）を加えると、１級２９号給になるが、上限を仮に常勤大卒職員の
初任給基準額（１級２５号給相当水準）と設定している場合には１級２５号給相当水準
に決定することとなる。ただし、問１３－５のとおり給料又は報酬の水準に一定の上限
を設ける場合は、その水準に決定することとなる。 

 
 
＜問繰下げ＞ 
 
 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ＞ 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ＞ 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ＞ 
 
 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ＞ 
 
 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ＞ 

問１３－９７ 特別職非常勤職員として任用されている医師、弁護士などを一般職に移
行させる場合、どのように給与水準を決定すべきか。また、これらの職について、職
務の内容に変更がない場合には現行と同水準の給与を支給することは可能か。 

問１３－１０８ 会計年度任用職員の勤務条件は人事委員会勧告の対象となるのか。 

問１３－１１９① 会計年度任用職員の勤務条件は人事委員会勧告の対象となるのか。 

問１３－１１９② 年度途中で給与改定により給料・報酬等が変更する可能性があるこ
とを踏まえ、任用時の勤務条件通知をどのように行えば良いか。また、給与改定時に、
改めて勤務条件通知を行う必要があるか。 

問１３－１１９③ 増額改定の場合に、退職者への遡及改定の事務が困難であること
や、仮に減額改定の場合、退職者の減額ができず在職者との間に不均衡が生じること
を考慮し、遡及改定の対象者を国の取扱いと異なるものとしてよいか。 



 

 
 
 
 
 
 （略） 
 
 
＜問繰下げ＞ 
 
 
 
 
 
 （略） 

問１３－１２１０ ごく短期間の繁忙期において単純作業に従事させるために任用す
るような会計年度任用職員についても、職務経験等を考慮して給与を決定する必要が
あるのか。 

問１３－１３１１ 自団体においては、５５歳以上の常勤職員について、昇給停止の取
扱いとしているところであるが、会計年度任用職員についても同様の取扱いを行うべ
きか。 


